
① 「緊急事態宣言地域」や「まん延防止等重点措置地域」をはじめとした感
染拡大地域等との不要不急の往来は控え、旅行や帰省等を含め県境を
越える移動についても、極力控えましょう。

② 本村でも、ワクチン接種が進んでいますがワクチンは接種した方の重症化

を緩和するものであり、コロナウイルスに感染しない、感染させない訳
ではありません。接種が終わったとしても基本的な感染対策を続けましょ
う。

夏場は、エアコンの使用で密閉空間になりやすいので、１時間に１回は
換気をしましょう。

③ 発熱または風邪の症状がある場合は無理せず自宅で療養し、体調に
異常を感じたときは「帰国者・接触者相談センター
（電話 0120-567-747）」に相談しましょう。

昭和村新型コロナウイルス感染症対策本部（保健福祉課） 電話 57-2645（24 時間対応）

熱などの症状があって昭和村国保診療所を受診するときは

必ず事前に電話でご相談ください。

昭和村国保診療所 電話 57-2255 受付時間 9時から 17 時（平日のみ）

令和３年７月２１日発行

感染拡大を防ぐため、一人ひとりが「うつらない、うつさない」、ウイルスを

「持ち込まない」という強い思いを持って行動していただくようお願いします。

裏面もご覧下さい
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